
今
回
の
提
案
で
は
、
平
成
28
年

度
に
国
家
公
務
員
に
フ
レ
ッ
ク
ス

タ
イ
ム
制
度
が
導
入
さ
れ
た
こ
と

を
前
提
に
、
大
阪
府
に
お
い
て
も

「
育
児
や
介
護
に
よ
る
時
間
的
な

制
約
を
抱
え
る
職
員
が
柔
軟
に
働

け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」
「
繁
忙

な
時
期
に
合
わ
せ
た
勤
務
時
間
を

決
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
長
時
間

労
働
の
是
正
等
の
課
題
解
決
に
寄

与
す
る
」
と
の
理
由
に
よ
り
、

「
多
様
な
働
き
方
を
実
現
で
き
る

環
境
を
整
備
す
る
」
と
し
て
い
ま

す
。対

象
と
な
る
職
員
は
希
望
す
る

全
職
員
（
短
時
間
勤
務
職
員
、
会

計
年
度
任
用
職
員
及
び
交
代
制
勤

務
等
業
務
上
支
障
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
職
員
を
除
く
）
と
し
、
原

則
と
し
て
期
間
は
４
週
間
単
位
で

１
５
５
時
間
の
勤
務
時
間
を
割
り

振
る
と
し
て
い
ま
す
。

コ
ア
タ
イ
ム
（
１
日
の
う
ち
必

ず
勤
務
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時

間
帯
）
は
10
時
か
ら
15
時
（
休
憩

45
分
を
含
む
）
と
し
、
フ
レ
キ
シ

ブ
ル
タ
イ
ム
（
職
員
が
自
由
に
勤

務
時
間
を
決
定
で
き
る
時
間
幅
）

を
始
業
時
は
７
時
か
ら
10
時
ま
で
、

終
業
時
は
15
時
か
ら
22
時
ま
で
の

間
で
設
定
す
る
と
し
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
最
長
勤
務
時
間
は
12
時

間
ま
で
と
し
て
い
ま
す
。
（
「
フ

レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
度
イ

メ
ー
ジ
図
」
参
照
）

ま
た
、
育
児
・
介
護
等
の
事
情

を
有
す
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
特

例
と
し
て
週
休
3
日
制
と
す
る
こ

と
も
可
能
と
す
る
と
し
て
い
ま
す
。

提
案
に
対
し
、
府
職
労
は
「
フ

レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
度
は
、
裁
量

労
働
の
一
つ
で
あ
り
、
労
働
時
間

を
流
動
化
さ
せ
、
労
働
時
間
の
管

理
を
曖
昧
に
し
、
時
間
外
労
働
の

恒
常
化
、
不
払
い
サ
ー
ビ
ス
残
業

の
拡
大
が
危
惧
さ
れ
る
。
提
案
理

由
に
も
あ
る
『
繁
忙
期
に
合
わ
せ

た
勤
務
時
間
設
定
』
に
よ
っ
て
、

時
間
外
勤
務
を
潜
在
化
さ
せ
る
狙

い
が
あ
り
問
題
で
あ
る
」
と
指
摘

し
、
基
本
的
に
は
容
認
で
き
な
い

と
の
考
え
方
を
示
し
ま
し
た
。

ま
た
「
育
児
や
介
護
要
件
の
あ

る
職
員
に
と
っ
て
『
多
様
な
働
き

方
』
が
選
択
で
き
る
と
の
期
待
の

声
も
あ
る
が
、
本
来
は
フ
レ
ッ
ク

ス
タ
イ
ム
で
は
な
く
、
育
児
や
介

護
等
に
か
か
る
休
暇
制
度
を
拡
充

す
べ
き
」
と
指
摘
し
ま
し
た
。

そ
の
う
え
で
、
提
案
に
対
し
、

次
の
３
点
を
申
入
れ
、
真
摯
に
協

議
を
行
う
よ
う
求
め
ま
し
た
。

①

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
度
の

導
入
は
、
育
児
・
介
護
等
の
要
件

の
あ
る
職
員
で
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ

イ
ム
を
希
望
す
る
職
員
に
限
定
す

る
こ
と
。

②

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
度
の

導
入
は
、
時
間
外
勤
務
が
な
い
こ

と
を
前
提
と
す
べ
き
で
あ
り
、
導

入
に
当
た
っ
て
具
体
的
な
時
間
外

勤
務
縮
減
方
策
を
示
す
こ
と
。

③

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
タ
イ
ム
は
、

い
わ
ゆ
る
「
勤
務
時
間
」
で
あ
り
、

冷
暖
房
運
転
を
行
う
な
ど
、
労
働

安
全
衛
生
法
に
も
と
づ
く
快
適
な

職
場
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
。

７
月
30
日
、
府
当
局
は
府
職
労
に
対
し
「
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ

ム
制
度
の
導
入
に
つ
い
て
」
提
案
し
ま
し
た
。
８
月
27
日
ま
で

府
職
労
と
の
協
議
を
行
い
、
令
和
４
年
１
月
１
日
よ
り
実
施

（
令
和
３
年
９
月
議
会
（
前
半
）
に
勤
務
時
間
条
例
改
正
案
を

提
出
）
予
定
と
し
て
い
ま
す
。
府
職
労
は
職
場
の
組
合
員
の
み

な
さ
ん
か
ら
の
意
見
を
集
約
し
、
取
り
組
み
を
進
め
ま
す
。

同
日
「
特
殊
勤
務
手
当
（
防
疫

等
作
業
手
当
）
の
改
正
に
つ
い
て
」

も
提
案
が
あ
り
ま
し
た
。

現
行
の
防
疫
等
作
業
手
当
は
日

額
２
９
０
円
（
コ
ロ
ナ
業
務
は
３

０
０
０
円
～
４
０
０
０
円
）
と
な
っ

て
い
ま
す
が
、
コ
ロ
ナ
以
外
の
感

染
症
等
の
患
者
の
看
護
等
の
業
務

に
従
事
し
た
職
員
に
支
給
す
る
防

疫
等
作
業
手
当
の
う
ち
、
心
身
に

著
し
い
負
担
を
与
え
る
業
務
に
つ

い
て
は
、
現
行
手
当
額
（
２
９
０

円
）
の
加
算
措
置
を
講
じ
、
倍
額

の
５
８
０
円
と
す
る
と
し
て
い
ま

す
。
「
心
身
に
著
し
い
負
担
を
与

え
る
業
務
」
に
つ
い
て
は
、
人
事

委
員
会
規
則
に
お
い
て
規
定
す
る

と
し
て
い
ま
す
。

実
施
時
期
は
条
例
の
公
布
の
日

（
令
和
３
年
９
月
議
会
（
前
半
）

に
条
例
改
正
案
を
提
出
予
定
）
と

し
、
令
和
３
年
４
月
１
日
に
遡
っ

て
適
用
す
る
と
し
て
ま
す
。


